
教育職員免許状の申請手続きについて 

（教育職員免許法別表第１） 

【 提出書類 】 

１ 教育職員免許状授与願（様式第３号） 

２ 履歴書（様式第４号） 

３ 実務に関する証明書（様式第７号） 

 ・教育実習の単位を経験年数により他の教

職に関する科目の単位をもって振り替えた

場合に必要とする。この場合、相当免許状の写しを添付すること。 

  （写しには所属長等の原本証明が必要。） 

４ 卒業・修了証明書 

 ・準学士の称号または学士・短期大学士・修士の学位について記載してある  

もの。 

５ 学力に関する証明書 

 ・申請する免許状について「教育職員免許法施行規則」に定める区分により  

証明をしてあるもの。 

６ 介護等体験証明書 

 ・平成１０年４月１日以降に大学等に入学し、所要資格を取得した方が、小  

学校教諭または中学校教諭の普通免許状を受けようとする場合。 

  （必要のない場合もありますので、不明な場合はお尋ねください。） 

７ 免許状の写等または授与証明書（普通免許状又は特別免許状を有する場合） 

８ 返信用封筒 

 ・角形２号（Ａ４サイズが入る）の封筒に切手を貼付し、宛名を明記したもの。 

  （切手を４９０円分貼付すること。） 

（注）１ 手数料として１件につき３，３００円分の長崎県収入証紙を所定の箇    

所に貼付することになっていますが、貴所で入手できない場合は小為替 

    または普通為替（郵便局、指定受取人は無記入）等で送金ください。複    

数の免許状を申請する場合は件数分（教科数分）を貼付すること。 

   ２ 本籍、氏名、生年月日は戸籍のとおり記載すること。証明書等と現在    

の氏名、本籍が異なる場合は戸籍抄本を添付すること。 

      ３ 提出された書類については返却しないので、不明な点があれば、事前 

    にご連絡ください。 

４ 再授与申請については下記までお尋ねください。 

（電話：０９５－８９４－３３７２） 

《 送付先 》  〒８５０－８５７０（住所不要）  

        長崎県教育庁義務教育課総務企画班 

履歴書（様式第４号）は学校に保管さ

れている履歴書のコピーでも受け付け

ています。  

※要原本照合  


